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公益財団法人古紙再生促進センター

＜主な事業内容＞

○広報事業 ：紙リサイクル出前授業、研修会、セミナー開催、

啓発資料作成・配布

○調査研究事業：雑がみ・オフィス古紙回収調査、

地方自治体の古紙関連施策調査、古紙関連統計調査

1974年（昭和49年）3月、通商産業省（現 経済産業省）の支援と指導のもと、製紙会社、
古紙直納問屋などの賛同を得て発足。古紙の回収・利用を促進することで、生活環境の美
化、紙類の安定的供給を図り、循環型社会形成に貢献することを目的として、紙リサイク
ルについての広報、調査研究等を実施している。

2024年3月に 50周年を迎えました
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古紙回収量

1,700万トン

古紙回収量

1,220万トン
2023年
紙消費量

約2,110万トン 廃棄物処理

480万トン

2000年の古紙回収率(約58%)
のままだったらどうなるか．．．

23年間で古紙回収率が約58%➡約80%に上昇したことで
年間480万トンの廃棄物減量化の効果をもたらした

廃棄処理量

410万トン
廃棄処理量

410万トン

2023年の古紙回収率
約80％

出典：経済産業省生産動態統計年報、財務省貿易統計

１．紙リサイクルの意義

廃棄物の削減
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１．紙リサイクルの意義

SDGｓへの貢献

2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及
び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。
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１．紙リサイクルの意義

処理費用の削減

可燃ごみに含まれている紙類をリサイクルすることで可
燃ごみが減少し、ごみ処理経費削減につながる可能性が
ある。

古紙の処理
一定数量での排出であれば、無料引取りまたは有価で売却。

可燃ごみの処理
川崎市では、清掃工場への持ち込みの場合、15円/kgの手数料
がかかる。
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２．紙リサイクルの流れ
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不要になった紙類が排出場所に保管され、指定された回収日に
古紙業者等によって回収される。

排出 （事務所 → 排出場所 ）

２．紙リサイクルの流れ
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２．紙リサイクルの流れ

古紙の種類と古紙利用製品
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２．紙リサイクルの流れ

古紙の種類と古紙利用製品

雑がみ
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運搬・選別・梱包

事務所で回収された古紙は古紙問屋に運ばれる。

古紙問屋では、古紙から異物を除去し、用途別に梱包する。

（ 排出場所 → 古紙問屋 ）

２．紙リサイクルの流れ
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出荷

古紙問屋で梱包された古紙は、新たな紙の原料に利用され
るため、製紙工場へ出荷される。

（ 古紙問屋 → 製紙工場 ）

２．紙リサイクルの流れ
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２．紙リサイクルの流れ

製紙工場での再生工程

https://youtu.be/AtZloH-_Hpo
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３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）

雑がみの例①
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３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）

雑がみの例②
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３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）

事業所から発生する古紙の種類別回収量・廃棄量・回収率

出典：令和3年度 オフィス発生古紙実態調査報告書 16



３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）

リサイクルできない紙（禁忌品）の例①
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３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）

リサイクルできない紙（禁忌品）の例②
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３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）

特に問題になるリサイクルできない紙（禁忌品）
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関東地区古紙品質トラブル報告（製紙メーカー）

資料：古紙再生促進センター調べ

(28件、1,733トン)

(18件、1,142トン)

(22件、1,274トン)

(20件、1,089トン)

(19件、1,540トン)

３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）
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３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）
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３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）
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３．雑がみとリサイクルできない紙（禁忌品）
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StepⅠ.古紙回収システムの計画

① 現状調査 新聞、雑誌、段ボール、ＯＡ用紙などの一般古紙、シュレッダー古
紙、機密文書の区分で発生量、回収量の現状を調査する。

② 会社としてのリサイクル
方針の明確化

会社のリサイクルへの取組方針を明確にし、 社員への周知徹底
を図る。

StepⅡ.古紙回収システムの設計

③ 古紙回収システムの
推進者の決定

古紙回収システムの運営状況を把握し、改善点を明らかにするな
どの役割を担う。

④ 役割分担の明確化 事業所、従業員、ビル管理者、清掃業者、古紙回収業者の役割を
明確にし、古紙システム全体の連携を取る。

⑤ 古紙回収業者と相談 禁忌品（異物）や分別方法などを古紙回収業者と相談する。

⑥ リサイクル意識を持続
させるための工夫

注意を引くような色やデザインの回収容器を使用したり、容器の設
置場所や保管スペースの広さの確保などが効果的です。

古紙回収の進め方（StepⅠ～Ⅳ）

４．事業所での古紙回収の進め方
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古紙分別方法例

４．事業所での古紙回収の進め方

• 排出する古紙の数量が多く、種類も多い場合

• 排出する古紙の数量は多いが、種類は少ない場合
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４．事業所での古紙回収の進め方
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雑がみに出せるもの

リサイクルできない紙

分別ボックス

４．事業所での古紙回収の進め方
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StepⅢ.古紙回収システムの実施

⑦ 分別の徹底 ●禁忌品(異物)の混入は資源化の障害になる。
●古紙の種類で製紙原料としての用途が異なる。
●禁忌品(異物)の除去と古紙の種類ごとの分別は古紙の資源化
には不可欠である。

⑧ 継続的なＰＲ 古紙回収システムについて常時適切にＰＲや掲示を行い、従業員
に周知を図ることが取組み定着には重要である。

⑨ 回収量などの把握 ●古紙の種類別の回収量を定期的に把握する。
●品質などについて古紙回収業者の意見を聞く。

StepⅣ.古紙回収システムの点検と改善

⑩ 更なるオフィス古紙の
回収に向けて

●回収システム全体をチェックし、問題点や課題を洗出し、その対
策を実行する。
●ＰＤＣＡを繰返し行う。

●禁忌品（異物）の除去や古紙種類による分別が定着するまで、
半年から一年程度を要する。

４．事業所での古紙回収の進め方

古紙回収の進め方（StepⅠ～Ⅳ）
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